
 
 
 
 
 
 

税理士の悩み多き問題 
土地建物一括取得時の対価区分は税理士の

悩み多き問題です。第 3 者間の取引でも、土

地と建物を一括して取得した場合には①業者

よりの対価証明書による算定、②土地の価額

を算定､③建物の価額を算定、といったことを

前提に合理的に区分することを要求されます。

これらの方法は文言で理解できても､具体的

に公示価格や固定資産評価額を使っては現実

の数字とはなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上の備考 4.の中に建築費は「建築統計年報」

によるとあります。これをヒントにどうにか

して､建築費（床面積 123 ㎡木造）の金額

16,186,431 を見つけるべく中ノ島図書館 

 
 
 
 
 
 
 
 交換にしろ､特殊関係者間の取引にしろ、時

価とはなにか？ 不特定多数の間で流通する

価額が解れば、悩みはなくなる。 
 経済企画庁が地域経済の総合的な把握と問

題点の指摘を目的として、昭和６２年に「円

高不況」をテ－マに刊行された「地域経済レ

ポ－ト」があります。その２年目の「構造調

整の進展する地域経済」と題する報告の中に

下のようなものがありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ足を運びました。建築統計年報（建設省建

設経済局調査情報化監修：財団法人建設物価

調査会発行）の昭和６１年度版を書架から出

してもらい､電卓片手でパラパラとペ－ジを
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めくりながらも期待が一杯でした。まもなく 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地域経済レポ-トと建築統計年報の数値が

一致したときの気持ちは税理士業務の弱点で

あった時価の克服に一筋の光明が射した思い

でした｡ 

たくさんの中から下の表が目に入りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 申告納税制度では土地建物の一括取得の対

価区分は納税者側で行わなければなりません｡

その後､建築統計年報を引用しての資料が出

てきたので、次回はそれらを比較します｡ 


